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トラブルの相談は早めに札幌市消費者センター（☎728-2121）又は消費者ホットライン（☎188）へ

「行政職員を名乗る者から、『還付金があるので

ATM で手続きが必要』と電話があったが本当か」とい

う相談がありました。 

医療費や保険料等の還付金がＡＴＭで支払われるこ

とはありません。 

「ATM で還付金が受け取れる（お金を払い戻す）」等

の電話があったら詐欺を疑い、すぐに電話を切って最

寄りの警察署（＃9110）に相談しましょう。 

「ATMで還付金が受け取れる」 

と言われたら詐欺です！
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